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戦傷病者戦没者遺族等援護法等施行事務取扱要領の施行について 

 

 

 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律（令和７年法律第１８

号）第１条の施行に伴い、戦傷病者戦没者遺族等援護法等施行事務取扱要領を別添のとおり

定めたので、通知する。 

なお、令和５年３月31日付け社援発0331第26号で通知した戦傷病者戦没者遺族等援護法等

施行事務取扱要領（令和５年３月）は廃止する。 
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